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定刻となりましたので、只今より「令和６年度第２回登米市学

校給食センター運営審議会」を開会いたします。 

本日の出席委員数につきましては、委員総数１２名のうち、過

半数の６名を超えておりますので、「登米市学校給食センター

運営審議会条例」第５条２項の規定により、会議が成立してい

ることを報告いたします。 

 

それでは会議に入ります。開会にあたりまして、小野寺教育長

より挨拶を申し上げます。 

 

【 教育長から挨拶 】 

 

ありがとうございました。議事の進行につきましては、新田中

学校の小野寺委員長にお願いいたします。正面の委員長席へご

移動願います。 

 

【 委員長席に移動 】 

それでは、本日の議事に入ります。 

審議事項の前に報告事項があります。 

始めに（１）「学校給食費と給食用食材購入費の見通しについ

て」事務局に説明を求めます。 

 

【 資料により内容説明 】 

 

内容の説明が終わりました。 

委員の皆様からご意見・ご質問ございませんか。 

 

【 質問等なし 】 

 

ご意見・ご質問がないようですので、以上で報告事項を終了い

たします。 

 

次に、審議事項（１）「登米市学校給食費徴収規則の一部改正

について」を議題といたします。 

事務局に説明を求めます。 
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【 資料により内容説明 】 

 

内容の説明が終わりました。 

委員の皆様からご意見・ご質問ございませんか。 

 

【 質問等なし 】 

 

無いようですので、当審議会として「異議なし」という意見を

付して答申することに決定しました。 

 

次に、審議事項（２）「登米市学校給食センター所長の報酬に

関する要綱の廃止について」を議題といたします。 

事務局に説明を求めます。 

 

【 資料により内容説明 】 

 

内容の説明が終わりました。 

委員の皆様からご意見・ご質問ございませんか。 

 

【 質問等なし 】 

 

無いようですので、当審議会として「異議なし」という意見を

付して答申することに決定しました。 

 

次に、説明事項（１）「（仮称）東部学校給食センター施設整備

事業の概要について」を議題といたします。 

事務局に説明を求めます。 

 

【 資料により内容説明 】 

 

内容の説明が終わりました。 

委員の皆様からご意見・ご質問ございませんか。 

 

【 質疑応答 】 

 

ご意見・ご質問がないようですので、本日の議事は以上となり

ます。ここからは事務局に進行をお願いします。 
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ありがとうございました。 

事務局では「その他」として用意しております案件はございま

せん。委員の皆様方から連絡事項等がありましたら、お願いい

たします。 

 

食材費の高騰で予算が上乗せとなったということは、給食費も

上乗せで保護者に徴収することになるのか。 

 

保護者が負担する給食費は食材費のみで、調理費や施設の維持

管理費等は市で負担しています。学校給食法では食材費は保護

者が負担することと記載されていることから、本来であれば食

材が高騰すれば給食費を上げることになります。しかし、給食

の食材に限らず物価が高騰しており生活が大変なことを考慮

し、物価高騰分については市の一般財源から補填し、今のとこ

ろ給食費を上げないこととしております。また、ふるさと応援

寄付金を活用し、地域野菜の購入費にあてるなど、給食費を据

え置く努力をしております。 

 

他にご意見・ご質問ありませんでしょうか。 

 

【 質問等なし 】 

 

ご意見・ご質問がないようですので、以上で、本日予定いたし

ました議事はすべて終了いたしました。 

ありがとうございました。 

 

それでは、閉会にあたりまして、副委員長の 山根保弘委員よ

り、閉会の挨拶をお願いいたします。 

 

【 閉会の挨拶 山根副委員長 】 

 

ありがとうございました。 

以上をもちまして、「令和６年度第２回登米市学校給食センタ

ー運営審議会」を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

【 閉会 】 
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